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１．医療的ケア児について

神奈川県の医療的ケア児の人数（推計値）

※神奈川県小児等在宅医療連携拠点事業における令和３年度取組状況報告より抜粋
（神奈川県医療課）
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医療的ケア児支援法のポイント！！

（１）目的・基本理念

〇目的：医療的ケア児の健やかな成長と、その家族の離職防止

〇基本理念：医療的ケア児及びその家族に対する切れ目ない支援など

（２）国の責務

〇医療的ケア児・家族に対する支援に係る施策を総合的に実施

（４）保育所、学校等の設置者の責務

〇在籍する医療的ケア児に対する適切な支援

→看護師等の配置、その他必要な措置

（３）地方公共団体の責務

〇国との連携を図りつつ、医療的ケア児・家族に対する支援に係る施策を
実施。

→保育所、学校等に対する支援、相談体制の整備、情報提供（県・市町村）
→医療的ケア児支援センターを設置することができる（県）

医療的ケア児やその家族へ切れ目のない支援を実施

１．医療的ケア児について
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厚生労働省資料

２．かながわ医療的ケア児支援・情報センターについて
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２．かながわ医療的ケア児支援・情報センターについて

【設置済み】
（１都１道１府37県）

北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福
島県、茨城県、栃木県、埼玉県、千葉県、東京都、
神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、
長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、京都府、
兵庫県、奈良県、鳥取県、島根県、岡山県、山口県、
香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、
熊本県、大分県、宮崎県

【令和４年度設置予定】
（１県）

滋賀県

【設置時期未定】
（１府５県）

群馬県、大阪府、和歌山県、広島県、鹿児島県、沖縄県

医療的ケア児支援センターの全国の設置状況（R５年２月現在）
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相談・調整員：各日1名以上
（看護師、相談支援専門員等）

平日：９時～17時
電話、メール、FAX、来所、LINEで
受付

社会福祉法人等に業務委託

相談・調整部門

◎センター長：山下顧問（福祉医療連携担当）
○センター員： 庁内連携会議構成員

（各分野主管課11課長）

〇事務局： 障害福祉課

企画部門

• 関係機関との総合調整
• 実態調査、課題整理
• 新たな取組の立案
• 政令市との連携

相談・調整員（各圏域代表者で構成）
医ケア児等コーディネーター研修修了者

• 横三
• 県央
• 県西
• 湘南東部
• 湘南西部

保育園学校

相談支援

医療機
関

訪問看護
ステーション

障害児通所支援

市町村等（地域
の支援の現場）

支援事業所

課題抽出

情報提供・支援

各分野主管課による

バックアップ

研修・情報提供部門
（こども医療センター）

業務委託

• 医療的ケアの情報提供
• 人材育成研修
• 助言

協働

医療的ケア児等支援庁内連携会議

福祉
障害サービス課
障害福祉課

医療
医療課 保健

健康増進課

保育・子育て
次世代育成課
子ども家庭課
私学振興課

教育
特別支援教育課
子ども教育支援課
インクルーシブ教育推進課
私学振興課

労働
雇用労政課

課題共有・協議 各障がい保健福祉圏域支援者
（コーディネーター・支援者養成研修修了者含む）

配置・運用と
の連動性を

かながわ医療的ケア児支援・情報センターの体制（５月31日開設）

２．かながわ医療的ケア児支援・情報センターについて
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名 称 かながわ医療的ケア児支援・情報センター

対 象 者 医療的ケア児とそのご家族、支援者等

窓口の場所 神奈川県東庁舎３階（横浜市中区日本大通１）

相談受付時間

月曜日～金曜日（土日・祝・12月29日～１月３日を除く）

９時30分～16時（12時～13時を除く）

5圏域8名の相談員が日替わりで相談に対応しています

相談方法

相談専用電話 045-227-1255

フォームメール （ホームページ内にリンクがあります）

LINE相談 @kanagawa_mccs

ファクシミリ 045-201-2051（24時間受付）

ホームページ https://www.pref.kanagawa.jp/docs/yv4/cnt/mccs/index.html

相談調整部門の概要について

３．かながわ医療的ケア児支援・情報センターについて
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相談・調整部門の業務範囲

医療的ケア児等とその家族、支援者を適切な機関につなぐ相談窓口

<個別支援>

〇 医療的ケア児等その家族及び支援者からの相談を受け付け、その相談内容

から適切なサービス・支援に繋ぐとともに、支援者に対して助言を行う。

（支援者への支援）

<地域支援>

〇 個別支援を通じて抽出された圏域の課題共有し、企画部門において

県の施策につなげる。(関わった事例から得られた課題を上にあげていく)

※横のつながりは、自立支援協議会等で共有したい。

２．かながわ医療的ケア児支援・情報センターについて
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相談実績について（令和５年２月末日現在）
相談件数 48件 （完了 28件、継続 １6件、経過観察 ４件）

ア 地域 横浜市 ５件、相模原市 ２件、横須賀市 1件、

藤沢市 ４件、平塚市 1件、小田原市 ５件、秦野市 ６件、

鎌倉市 ５件、茅ケ崎市 ２件、綾瀬市 １件、大和市 1件、逗子市 ２件

厚木市 1件、海老名市 2件、座間市 1件、伊勢原市 ２件、愛川町 2件、

大井町 １件、県外 ２件、不明 １件

イ 相談方法 電話 38件、LINE 6件、フォームメール 3件、訪問 1件

ウ 相談種別 親・親族 28件 、支援者 20件

エ 相談内容 診療、医療機関に関すること ８件

手当、補助制度に関すること １件

保育園、幼稚園に関すること 9件

障害福祉サービスに関すること 11件

養護学校等に関すること 12件

移行期医療に関すること 1件

就労 1件、 その他 5件

２．かながわ医療的ケア児支援・情報センターについて
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３．医療的コーディネーター養成研修事業について

医療的ケア児等コーディネーター養成研修事業とは

神奈川県では、平成30年度より、医療的ケア児等が地域で安心して暮らして
いけるよう、医療的ケア児等に対する支援を総合調整する者の養成研修を
行っています。

神奈川県(政令市を除く)で実施する場合の受講要件

次の（1）から（4）のいずれかに該当し、今後、地域において医療的ケ
ア児等コーディネーターの役割を担う予定のある方
（1）看護師、保健師等の医療関係の資格を有する者
（2）相談支援専門員、保育士等の福祉関係の資格を有する者
（3）特別支援学校の教諭等の教育関係の資格を有する者
（4）その他、医療的ケア児等コーディネーターを担う能力があると県及び
市町村が認める者
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（１） 医療的ケア児等コーディネーター養成研修修了者

（２）圏域別医療的ケア児等コーディネーター養成研修者修了者数

（３）職種別医療的ケア児等コーディネーター養成研修者修了者数

平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 計

11 研修中止 21 18 50

（単位：人、政令市実施分は除く）

横須賀三浦 湘南東部 湘南西部 県央 県西 計

9 14 10 12 5 50

看護師 相談支援専門員 その他 計

16 23 11 50

３．コーディネーター養成研修事業について

令和4年度の研修修了予定者は１４名。
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R４年度体制の課題 R５年度体制の方向性

医療的ケア児
支援・情報センター（県庁）

医療的ケア児
支援・情報センター
（県庁）

〇県庁１か所では地域の相談に対応で
きない。

〇地域の支援者支援が行き届かない。

〇市町村によりコーディネーター配置、
医ケア児支援策にレベル差がある。

〇政令市との関係が不透明

〇「身近な地域で相談を受ける」
という原則に基づき、各圏域にブランチを
設置、政令市と連携。

〇市町村配置のコーディネーターについて
は、圏域単位でコーディネーター支援、支
援者支援を行う。

〇政令市と圏域のリーダーで調整・情報共
有し、施策等に反映

４.令和5年度以降の取り組み

12



医療的ケア児等とその家族、支援者を適切な機関につなぐ相談窓口

横須賀三浦圏域

県央圏域

湘南東部圏域

湘南西部圏域

県西圏域

総合リハビリテーション推進センター

地域相談支援センターそれいゆ

緑障害者相談支援キーステーション

南障害者相談支援キーステーション

南 区コーディネーター拠点

旭 区コーディネーター拠点

磯子区コーディネーター拠点

青葉区コーディネーター拠点

都筑区コーディネーター拠点

鶴見区コーディネーター拠点

各
圏
域
・
市
町
村
で
配
置
す
る
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー

地域資源

主
任
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー

・相談窓口
・支援者支援
・地域支援

行政を含む地域支援者
医療、保健、療育、保育、教育、福祉、

等々

<個別支援> 医療的ケア児等その家

族及び支援者からの相談を受け、その

内容 から適切なサービス・支援に繋ぐと

ともに、支援者に対して助言（支援者

への支援）を行う。

<地域支援> 個別支援を通じて抽出

された地域課題を共有し、施策につなげ

る。(関わった事例から得られた課題を上

にあげていく) ※横のつながりは、自立

支援協議会等でも共有する。

• 企画（庁内会議、政令市連絡会議）
• 人材育成（関係機関との連携）

かながわ医療的ケア児
支援センター

総合事務局：県障害福祉課

横
浜
市

川
崎
市

相
模
原
市

神
奈
川
県

次年度(R５年度)の体制
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４.令和5年度以降の取り組み



圏域

総合事務局(庁内連携会議)

センター
（ブランチ
支援センター）

センター
（総合事務局）

主任コーディネーター
（相談受付・コーディネーター支援・

圏域専門部会運営等）

保育園学校

相談支援
医療機関

訪問看護
ステーショ

ン

障害児通所支援

個
別
支
援

地域課題の報告および、
制度・施策に反映するための提案 地

域
支
援

地域課題の
・抽出
・整理
・共有
・解消基幹相談・委託相談

等との連携

コーディネーター
B

コーディネーター
C

コーディネーター
A

地域資源
市役所

保健所

個別相談を
・受ける
・つなぐ
・支える

直接支援

相談受付

つなぐ

支援者支援

モニタリング

市区町村

市

基幹・委託
相談等

コーディネーター

圏域内の体制
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５.神奈川県の今後の取り組み


